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自立支援給付

介護給付
同行・行動援護

訓練等給付
自立・就労

地域生活支援事業
市町村
都道府県

自立支援医療
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介護保険の保険給付
〃 地域支援事業

介護保険法と障害者総合支援法の比較
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介護保険法 障害者総合支援法

保険者 市町村

被保険者 1号・2号
18歳未満(身体・知的・精神)

18歳以上(身体・知的・精神(発達)・難病)

認定

申請先 市町村

認定 要介護等認定(7区分) 障害支援区分(6区分)

審査会 介護認定審査会 市町村審査会

支援事業

地域支援事業
・市町村(必須・任意(成年後見制度))

地域生活支援事業
・市町村(必須(成年後見制度)・任意)

・都道府県(必須・任意)

利用者負担 1～3割 応能負担

優先関係
両方利用できるときは介護保険が優先
※介護保険にないサービス(同行・行動援護など)は受けることができる
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